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(57)【要約】
【課題】インキ層をホログラムパターンの凹凸面上に直
接形成しても、ホログラムパターンを視認することがで
き、インキ層の印刷デザイン上にホログラムパターンを
発現することのできるホログラムパターン付きフィルム
、及びその製造方法を提供する。さらに、ホログラムパ
ターン及びインキ層の配置の制約を減らすことにより、
デザインの自由度を広げて意匠性を高めたホログラムパ
ターン付きフィルム、及びその製造方法を提供する。
【解決手段】基材上に、ホログラムパターン形成層、イ
ンキ層、及び反射層の順に形成されたホログラムパター
ン付きフィルムであって、インキ層は、ホログラムパタ
ーン形成層に形成されたホログラムパターン上の少なく
とも一部に直接形成され、反射層は、ホログラムパター
ン及びインキ層に関して基材から遠い側に配置されてい
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材上に、ホログラムパターン形成層、インキ層、及び反射層の順に形成されたホログ
ラムパターン付きフィルムであって、
　前記インキ層は、前記ホログラムパターン形成層に形成されたホログラムパターン上の
少なくとも一部に直接形成され、
　前記反射層は、前記ホログラムパターン及び前記インキ層に関して前記基材から遠い側
に配置されていることを特徴とするホログラムパターン付きフィルム。
【請求項２】
　前記反射層は金属蒸着からなり、前記インキ層が形成された部分では前記インキ層上に
、前記インキ層が形成されていない部分では前記ホログラムパターン上に、それぞれ形成
されている請求項１に記載のホログラムパターン付きフィルム。
【請求項３】
　前記反射層は金属箔からなり、透光性中間層の下面に形成されている請求項１に記載の
ホログラムパターン付きフィルム。
【請求項４】
　前記反射層に用いる金属はアルミニウムである請求項２又は請求項３に記載のホログラ
ムパターン付きフィルム。
【請求項５】
　前記ホログラムパターン付きフィルムとして形成した状態における前記反射層の可視光
の反射率は、２０％以上である請求項１から請求項４のいずれか１項に記載のホログラム
パターン付きフィルム。
【請求項６】
　前記インキ層は、少なくとも一部に白色を除くインキを用いる請求項１から請求項５の
いずれか１項に記載のホログラムパターン付きフィルム。
【請求項７】
　前記インキ層は、複数のインキ層を積層してなる請求項１から請求項６のいずれか１項
に記載のホログラムパターン付きフィルム。
【請求項８】
　前記基材はＰＥＴフィルムである請求項１から請求項７のいずれか１項に記載のホログ
ラムパターン付きフィルム。
【請求項９】
　前記基材において、前記ホログラムパターン形成層が形成されていない面の少なくとも
一部に第２インキ層が形成されている請求項１から請求項８のいずれか１項に記載のホロ
グラムパターン付きフィルム。
【請求項１０】
　前記基材において、前記ホログラムパターン形成層が形成されていない面又は前記第２
インキ層を覆うようにワニス層が形成されている請求項１から請求項９のいずれか１項に
記載のホログラムパターン付きフィルム。
【請求項１１】
　ホログラムパターン形成層は自己硬化型材料からなる請求項１から請求項１１のいずれ
か１項に記載のホログラムパターン付きフィルム。
【請求項１２】
　基材上にホログラムパターン形成層を形成する工程と、
　前記ホログラムパターン形成層にホログラムパターンを形成する工程と、
　前記ホログラムパターン上の少なくとも一部に直接インキ層を形成する工程と、
　前記ホログラムパターン及び前記インキ層に関して前記基材から遠い側に反射層を形成
する工程と、
を備えることを特徴とするホログラムパターン付きフィルムの製造方法。
【請求項１３】
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　前記ホログラムパターン形成層は自己硬化型材料からなり、
　樹脂製母型に形成された凹凸状のホログラムパターン上に、前記自己硬化型材料が硬化
する前に前記ホログラムパターン形成層を重ね合わせる重ね合わせ工程と、
　前記重ね合わせ工程において前記ホログラムパターンが転写された前記自己硬化型材料
と前記樹脂製母型とを剥離する剥離工程と、
を備える請求項１２に記載のホログラムパターン付きフィルムの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ホログラムパターン付きフィルム及びホログラムパターン付きフィルムの製
造方法、特に、インキ層をホログラムパターンの凹凸面上に直接形成しても、ホログラム
パターンを視認することができ、インキ層の印刷デザイン上にホログラムパターンを発現
することのできるホログラムパターン付きフィルム及びホログラムパターン付きフィルム
の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、装飾やセキュリティ性向上を目的として、容器、包装物その他の対象物の外面に
ホログラムパターンを備えたものが提案されている。このホログラムパターンは、平面内
に記録された干渉縞のパターンを、エンボス状又はレリーフ状をなす微細な凹凸形状とし
たものであって、対象物の外面に直接形成し、又は、別途形成したパターンを容器外面に
貼着する方法が検討されている。
【０００３】
　ホログラムパターンを容器外面に直接形成する方法としては、凹凸状のホログラムパタ
ーンが形成された金属板を対象物たる容器表面に押圧し離脱させるものが提案されている
。また、ホログラムパターンを別途形成する方法としては、金属薄膜からなる母型に形成
された凹凸状のホログラムパターンを、熱可塑性樹脂や紫外線硬化型樹脂に加圧成形し、
樹脂を硬化させた後に、容器外面に接着するものが提案されている（例えば特許文献１）
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－１５３９７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１記載のホログラム入り包装材料では、基材上に順に形成したホログラム形成
樹脂層とインキ層を、加熱下でホログラムエンボスロールを用いて押圧することにより、
ホログラム形成樹脂層とインキ層の境界面、及びインキ層の外面に凹凸状のホログラムパ
ターンを形成している。しかしながら、このホログラムパターンは、凹凸溝をインキ層で
埋めてしまうとホログラムパターンの視認性を確保できないため、境界面とインキ層の外
面の両方に二重に形成されている。よって、不透明なインキ層ではホログラムパターンを
認識することができない上に、透明なインキ層の裏側にホログラムパターンを形成するに
は工程が複雑になるために生産性が低下するという課題がある。
【０００６】
　このように、従来は、ホログラムパターンを視認することを前提に、ホログラムパター
ンの凹凸面上にインキ層を直接形成することはされてこなかった。
　これに対して、本願の発明者は、鋭意研究を行った結果、ホログラムパターンの凹凸面
上にインキ層を直接形成した印刷デザイン上であっても、ホログラムパターンを視認でき
ることを見出した。
【０００７】
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　そこで本発明は、形成工程を複雑にすることなく、印刷デザイン上でもホログラムパタ
ーンを視認することのできるホログラムパターン付きフィルム、及びその製造方法を提供
することを目的とする。さらに、本発明の目的は、ホログラムパターンの凹凸面にインキ
層を直接形成してもインキ層の印刷デザイン上にホログラムパターンを視認することがで
き、さらに、ホログラムパターンの凹凸面に対するインキ層の配置の制約を減らすことに
より、デザインの自由度を広げて意匠性を高めたホログラムパターン付きフィルム、及び
その製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明のホログラムパターン付きフィルムは、基材上に、
ホログラムパターン形成層、インキ層、及び反射層の順に形成されたホログラムパターン
付きフィルムであって、前記インキ層は、ホログラムパターン形成層に形成されたホログ
ラムパターン上の少なくとも一部に直接形成され、前記反射層は、ホログラムパターン及
びインキ層に関して基材から遠い側に配置されていることを特徴としている。
【０００９】
　本発明のホログラムパターン付きフィルムにおいて、前記反射層は金属蒸着からなり、
インキ層が形成された部分ではインキ層上に、インキ層が形成されていない部分ではホロ
グラムパターン上に、それぞれ形成されていることが好ましい。
【００１０】
　本発明のホログラムパターン付きフィルムにおいて、前記反射層は金属箔からなり、透
光性中間層の下面に形成されていることが好ましい。
【００１１】
　本発明のホログラムパターン付きフィルムにおいて、前記反射層に用いる金属はアルミ
ニウムであることが好ましい。
【００１２】
　本発明のホログラムパターン付きフィルムにおいて、前記ホログラムパターン付きフィ
ルムとして形成した状態、すなわち積層又はラミネートされた状態、における前記反射層
の可視光の反射率は２０％以上であることが好ましい。
【００１３】
　本発明のホログラムパターン付きフィルムにおいて、前記インキ層は、少なくとも一部
に白色を除くインキを用いることが好ましい。
【００１４】
　本発明のホログラムパターン付きフィルムにおいて、前記インキ層は、複数のインキ層
を積層してなることが好ましい。
【００１５】
　本発明のホログラムパターン付きフィルムにおいて、前記基材はＰＥＴフィルムである
ことが好ましい。
【００１６】
　本発明のホログラムパターン付きフィルムにおいて、前記基材において、ホログラムパ
ターン形成層が形成されていない面の少なくとも一部に第２インキ層が形成されているこ
とが好ましい。
【００１７】
　本発明のホログラムパターン付きフィルムでは、前記基材において、ホログラムパター
ン形成層が形成されていない面又は第２インキ層を覆うようにワニス層が形成されている
ことが好ましい。
【００１８】
　本発明のホログラムパターン付きフィルムにおいて、ホログラムパターン形成層は自己
硬化型材料からなることが好ましい。
【００１９】
　本発明のホログラムパターン付きフィルムの製造方法は、基材上にホログラムパターン
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形成層を形成する工程と、前記ホログラムパターン形成層にホログラムパターンを形成す
る工程と、前記ホログラムパターン上の少なくとも一部に直接インキ層を形成する工程と
、前記ホログラムパターン及び前記インキ層に関して基材から遠い側に反射層を形成する
工程と、を備えることを特徴としている。
【００２０】
　本発明のホログラムパターン付きフィルムの製造方法において、前記ホログラムパター
ン形成層は自己硬化型材料からなり、樹脂製母型に形成された凹凸状のホログラムパター
ン上に、自己硬化型材料が硬化する前にホログラムパターン形成層を重ね合わせる重ね合
わせ工程と、この重ね合わせ工程においてホログラムパターンが転写された自己硬化型材
料と前記樹脂製母型とを剥離する剥離工程と、を備えることが好ましい。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によると、インキ層の印刷デザイン上でもホログラムパターンを視認することが
でき、生産性を低下させることなくホログラムパターン及びインキ層の配置の制約を減ら
すことで意匠性を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】第１実施形態に係るホログラムパターン付きフィルムの層構成を工程ごとに示し
た断面図である。
【図２】第２実施形態に係るホログラムパターン付きフィルムの層構成を工程ごとに示し
た断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施形態に係るホログラムパターン付きフィルム及びその製造方法につ
いて図面を参照しつつ詳しく説明する。
　＜第１実施形態＞
　図１（ｄ）に示すように、第１実施形態に係るホログラムパターン付きフィルムは、基
材１１の下面１１ａにホログラムパターン形成層１２、インキ層１４、及び反射層１６が
順に形成され、上面１１ｂに第２インキ層１５が形成された構成を備える。このホログラ
ムパターン付きフィルムは、飲料品又は食品を収容する容器、包装物その他の対象物の外
面上に配置して用いる、シート状、ロールフィルム状、又はラベル状のフィルムである。
対象物としては、例えば、金属製の缶体、プラスチック製の容器、紙製の容器及び包装物
、アルミを含む容器が挙げられる。
【００２４】
　基材１１は、透光性を有する材料で構成し、例えばＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレー
ト）フィルム、ナイロン（商標）製のフィルム、ＯＰＰ（延伸ポリプロピレン）フィルム
その他の樹脂製フィルムを用いる。
【００２５】
　図１（ａ）に示すように、基材１１の下面１１ａには、例えば、塗布ロールによる転写
、スプレーによる噴霧、又はスピンコートによって、ホログラムパターン形成層１２を形
成する。ホログラムパターン形成層１２は、高い透光性を有する材料で構成し、例えば、
熱可塑性樹脂、紫外線硬化型樹脂、自己硬化型樹脂を用いる。
【００２６】
　次に、図１（ｂ）に示すように、ホログラムパターン形成層１２の下面１２ａにホログ
ラムパターン１３を形成する。ホログラムパターン１３の形成は、例えば、別途形成した
母型を、硬化していない状態のホログラムパターン形成層１２の下面１２ａに重ね合わせ
て押圧し、硬化後に剥離することによって行う。押圧後、母型である、熱可塑性樹脂、紫
外線硬化型樹脂、及び自己硬化型材料のそれぞれに応じた硬化方法により、ホログラムパ
ターン形成層１２が硬化してその下面１２ａにホログラムパターン１３が定着する。
【００２７】
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　つづいて、図１（ｃ）に示すように、印刷デザインとしてインキ層１４及び第２インキ
層１５を形成する。インキ層１４及び第２インキ層１５は、例えばグラビア印刷、或いは
フレキソ印刷等により、あらかじめ定めたパターンとなるように形成する。インキ層１４
は、ホログラムパターン１３上の少なくとも一部に直接形成し、第２インキ層１５は基材
１１の上面１１ｂ上に形成する。
　このようにインキ層１４をホログラムパターン付きフィルム３上に直接形成してもホロ
グラムパターンを視認することができるため、インキ層１４の配置の制約を減らすことが
できる。
【００２８】
　ここで、インキ層１４を用いた印刷デザイン上において、インキ層１４は少なくとも一
部に、ホログラムパターンを視認できない白色を除くインキを用いる。そして、求める色
調を得られる範囲で インキ膜厚が３μｍ以下、好ましくは１．５μｍ以下、より好まし
くは１μｍ前後の部分を有することが好ましい。これにより、インキ層１４の印刷デザイ
ン上においてもホログラムパターンを視認することが可能となる。
【００２９】
　また、インキ層１４を用いた印刷デザイン上にホログラムパターンを発現させたくない
場合等は、インキ層１４は、透光性を低減させて反射層１６からの光を抑制するため、複
数の異なるインキ層を積層した構成をとることもできる。この構成により、透光性やデザ
インに幅を持たせることが可能となる。例えば、インキ層１４の一部領域においては、透
光性を持たせてホログラムパターンの視認性を確保しつつ、ほかの領域では複数のインキ
層を積層することによって透光性を制御してホログラムパターン１３の視認性を変化させ
ることもできる。
【００３０】
　次に、図１（ｄ）に示すように、反射層１６を形成する。反射層１６は、例えば金属蒸
着により、インキ層１４が形成された部分ではインキ層１４上に、インキ層１４が形成さ
れていない部分ではホログラムパターン１３上に、それぞれ形成する。これにより、反射
層１６は、ホログラムパターン１３及びインキ層１４に関して基材１１から遠い側に配置
される。蒸着に用いる金属材料は、蒸着後の可視光の反射率が２０％以上あることが好ま
しく、例えばアルミニウムを用いる。
【００３１】
　以上のように製造したホログラムパターン付きフィルムを対象物上に配置するには、反
射層１６上に接着層を形成し、この接着層により対象物の外面に貼着する。この接着層に
用いる接着材料としては、ホログラムパターン付きフィルムの対象物への貼着作業中には
硬化が完了せず、かつ、貼着作業後に速やかに硬化させることができるものが好ましい。
そのような接着材料としては、例えば、熱硬化性、熱可塑性、紫外線硬化型、自己硬化型
の材料を挙げることができる。
【００３２】
　対象物に貼着したホログラムパターン付きフィルムの上面、すなわち基材１１の上面１
１ｂ又は第２インキ層１５の上面には、トップコート層としてワニス層を形成することが
好ましい。この層構成とすることにより、ホログラムパターン付き容器の表面にホログラ
ムの視認性に影響を与えずに滑性及び光沢を付与できるため、缶体の滑り性能を確保して
、製缶工程や缶詰製造工程で缶体表面に汚れや傷が発生するのを防止することが出来、生
産性、装飾性、及び意匠性を高めることができる。
【００３３】
　＜第２実施形態＞
　第２実施形態においては、第１実施形態における反射層１６に代えて、透光性中間層３
６及び反射層３７を設けている点が第１実施形態と異なる。その他の構成は第１実施形態
と同様であって、対応する構成については詳細な説明は省略する。すなわち、第２実施形
態の基材３１、ホログラムパターン形成層３２、ホログラムパターン３３、インキ層３４
、及び第２インキ層３５は、第１実施形態における基材１１、ホログラムパターン形成層
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１２、ホログラムパターン１３、インキ層１４、及び第２インキ層１５にそれぞれ対応し
、第１実施形態と同様の材料を用いて同様の工程によってそれぞれ形成する。
【００３４】
　透光性中間層３６は、透光性を有する材料で構成し、例えば塗料や接着剤により、ホロ
グラムパターン３３及びインキ層３４を覆うように印刷して形成する。
　そして、透光性中間層３６の下面には金属から成る反射層３７が形成され、反射層３７
は、ホログラムパターン３３及びインキ層３４に関して基材３１から遠い側に配置される
。
　反射層３７は、金属光沢を伴う金属であれば良く、例えば、絞りしごき加工からなる金
属缶等があげられるが、好ましくは金属箔を貼着することにより形成する。反射層３７に
用いる金属箔は、積層又はラミネートされた状態における可視光の反射率が２０％以上あ
ることが好ましく、例えばアルミニウム箔を用いる。
　なお、その他の構成、作用、効果は第１実施形態と同様である。
【００３５】
　本発明について上記実施形態を参照しつつ説明したが、本発明は上記実施形態に限定さ
れるものではなく、改良の目的または本発明の思想の範囲内において改良または変更が可
能である。
【産業上の利用可能性】
【００３６】
　以上のように、本発明に係るホログラムパターン付きフィルム及びその製造方法によれ
ば、インキ層のデザインの制約を低減しつつホログラムパターンを視認することができる
ため、容器、包装物その他の対象物の装飾に有用である。
【符号の説明】
【００３７】
　１１　　基材
　１１ａ　下面
　１１ｂ　上面
　１２　　ホログラムパターン形成層
　１２ａ　下面
　１２ｂ　上面
　１３　　ホログラムパターン
　１４　　インキ層
　１５　　第２インキ層
　１６　　反射層
　３１　　基材
　３２　　ホログラムパターン形成層
　３３　　ホログラムパターン
　３４　　インキ層
　３５　　第２インキ層
　３６　　透光性中間層
　３７　　反射層
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